
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 姫路駅周辺、鉄道駅周辺整備に

ついて 

 



1

姫路駅周辺整備について姫路駅周辺整備について姫路駅周辺整備について姫路駅周辺整備について

令和元年令和元年令和元年令和元年8月月月月
都市拠点整備本部都市拠点整備本部都市拠点整備本部都市拠点整備本部

１．１．１．１．基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備

・・・・ 山陽本線等連続立体交差事業山陽本線等連続立体交差事業山陽本線等連続立体交差事業山陽本線等連続立体交差事業

・・・・ 土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業

2

２．土地利用計画２．土地利用計画２．土地利用計画２．土地利用計画

・・・・ エントランスゾーンエントランスゾーンエントランスゾーンエントランスゾーン

・・・・ キャスティタウン（コアゾーン）キャスティタウン（コアゾーン）キャスティタウン（コアゾーン）キャスティタウン（コアゾーン）



姫新線姫新線姫新線姫新線

姫路駅姫路駅姫路駅姫路駅

山陽新幹線山陽新幹線山陽新幹線山陽新幹線

山陽本線山陽本線山陽本線山陽本線

朝日橋 （慢性的な渋滞）

豆腐町踏切 （遮断時間が半日以上）

朝日橋朝日橋朝日橋朝日橋

大将軍橋大将軍橋大将軍橋大将軍橋

豆腐町踏切豆腐町踏切豆腐町踏切豆腐町踏切

～鉄道高架工事～鉄道高架工事～鉄道高架工事～鉄道高架工事 着手前～着手前～着手前～着手前～

市街地が南北に分断、慢性的な交通渋滞市街地が南北に分断、慢性的な交通渋滞市街地が南北に分断、慢性的な交通渋滞市街地が南北に分断、慢性的な交通渋滞

3

山陽本線等連続立体交差事業の概要山陽本線等連続立体交差事業の概要山陽本線等連続立体交差事業の概要山陽本線等連続立体交差事業の概要

• 山陽本線、姫新線、播但線を合わせた６．６ｋｍの高架化。７箇所の踏切を撤去山陽本線、姫新線、播但線を合わせた６．６ｋｍの高架化。７箇所の踏切を撤去山陽本線、姫新線、播但線を合わせた６．６ｋｍの高架化。７箇所の踏切を撤去山陽本線、姫新線、播但線を合わせた６．６ｋｍの高架化。７箇所の踏切を撤去

山陽本線山陽本線山陽本線山陽本線 ４．３ｋｍ４．３ｋｍ４．３ｋｍ４．３ｋｍ

姫路駅周辺土地区画整理事業姫路駅周辺土地区画整理事業姫路駅周辺土地区画整理事業姫路駅周辺土地区画整理事業

姫新線姫新線姫新線姫新線

姫路駅姫路駅姫路駅姫路駅

山陽新幹線山陽新幹線山陽新幹線山陽新幹線

山陽本線山陽本線山陽本線山陽本線

朝日橋朝日橋朝日橋朝日橋

～鉄道高架工事着手前～～鉄道高架工事着手前～～鉄道高架工事着手前～～鉄道高架工事着手前～

姫新・播但線高架切替姫新・播但線高架切替姫新・播但線高架切替姫新・播但線高架切替

平成平成平成平成20202020年年年年12121212月月月月22222222日日日日((((月）月）月）月）

事業概要事業概要事業概要事業概要（姫路駅周辺土地区画整理）（姫路駅周辺土地区画整理）（姫路駅周辺土地区画整理）（姫路駅周辺土地区画整理）

施行面積施行面積施行面積施行面積 ４５．４５ｈａ４５．４５ｈａ４５．４５ｈａ４５．４５ｈａ

施行期間施行期間施行期間施行期間 平成元年度～令和３年度平成元年度～令和３年度平成元年度～令和３年度平成元年度～令和３年度

総事業費総事業費総事業費総事業費 ３６１億円３６１億円３６１億円３６１億円

連続立体交差事業連続立体交差事業連続立体交差事業連続立体交差事業〔〔〔〔県施行県施行県施行県施行〕〕〕〕 は平成２２年度完了は平成２２年度完了は平成２２年度完了は平成２２年度完了

南北交通の円滑化と南北市街地の一体化南北交通の円滑化と南北市街地の一体化南北交通の円滑化と南北市街地の一体化南北交通の円滑化と南北市街地の一体化

国鉄高架化基本構想国鉄高架化基本構想国鉄高架化基本構想国鉄高架化基本構想

昭和昭和昭和昭和48484848年年年年7777月月月月

山陽本線高架切替山陽本線高架切替山陽本線高架切替山陽本線高架切替

平成平成平成平成18181818年年年年3333月月月月26262626日日日日((((日）日）日）日）
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大将軍橋大将軍橋大将軍橋大将軍橋

豆腐町踏切豆腐町踏切豆腐町踏切豆腐町踏切

連続立体交差事業完了連続立体交差事業完了連続立体交差事業完了連続立体交差事業完了

平成平成平成平成23232323年年年年3333月月月月

姫新線姫新線姫新線姫新線 1．３ｋｍ．３ｋｍ．３ｋｍ．３ｋｍ

播但線播但線播但線播但線 １．０㎞１．０㎞１．０㎞１．０㎞



姫路駅周辺土地区画整理事業姫路駅周辺土地区画整理事業姫路駅周辺土地区画整理事業姫路駅周辺土地区画整理事業

駅南土地区画整理事業（姫路駅南西地区）駅南土地区画整理事業（姫路駅南西地区）駅南土地区画整理事業（姫路駅南西地区）駅南土地区画整理事業（姫路駅南西地区）

計計計計 画画画画 図図図図

土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業

5

南北市街地一体化の推進南北市街地一体化の推進南北市街地一体化の推進南北市街地一体化の推進

南北を結ぶ都市計画道路南北を結ぶ都市計画道路南北を結ぶ都市計画道路南北を結ぶ都市計画道路

４本・１０車線４本・１０車線４本・１０車線４本・１０車線 からからからから １０本・２８車線１０本・２８車線１０本・２８車線１０本・２８車線 へへへへ

事業前

事業後

6



7

朝日橋南 現 在

２車線２車線２車線２車線 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ４車線４車線４車線４車線 幅員３０ｍへ幅員３０ｍへ幅員３０ｍへ幅員３０ｍへ !!!!!!!!

南北市街地一体化の推進南北市街地一体化の推進南北市街地一体化の推進南北市街地一体化の推進

内環状東線（旧朝日橋）内環状東線（旧朝日橋）内環状東線（旧朝日橋）内環状東線（旧朝日橋）

新
山
陽
電

鉄
線

駅南土地区画整理事業（姫路駅南西地区）駅南土地区画整理事業（姫路駅南西地区）駅南土地区画整理事業（姫路駅南西地区）駅南土地区画整理事業（姫路駅南西地区）

整備整備整備整備状況状況状況状況
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0.50.50.50.5㎞㎞㎞㎞

1.01.01.01.0㎞㎞㎞㎞

1.51.51.51.5㎞㎞㎞㎞ 2.02.02.02.0㎞㎞㎞㎞

ｺｱｿﾞｰﾝｺｱｿﾞｰﾝｺｱｿﾞｰﾝｺｱｿﾞｰﾝ

3.3ha
ｲﾍﾞﾝﾄｿﾞｰﾝｲﾍﾞﾝﾄｿﾞｰﾝｲﾍﾞﾝﾄｿﾞｰﾝｲﾍﾞﾝﾄｿﾞｰﾝ

6.6ha

ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ

2.6ha

東姫路駅東姫路駅東姫路駅東姫路駅

面積：４５．５ｈａ面積：４５．５ｈａ面積：４５．５ｈａ面積：４５．５ｈａ

新たなまちづくり新たなまちづくり新たなまちづくり新たなまちづくり 姫路駅周辺整備事業

（都市基盤整備・拠点施設整備）（都市基盤整備・拠点施設整備）（都市基盤整備・拠点施設整備）（都市基盤整備・拠点施設整備）

・山陽本線等連続立体交差事業・山陽本線等連続立体交差事業・山陽本線等連続立体交差事業・山陽本線等連続立体交差事業

・姫路駅周辺土地区画整理事業・姫路駅周辺土地区画整理事業・姫路駅周辺土地区画整理事業・姫路駅周辺土地区画整理事業

・関連道路事業・都市拠点施設の整備・関連道路事業・都市拠点施設の整備・関連道路事業・都市拠点施設の整備・関連道路事業・都市拠点施設の整備

9

広域圏の中核都市にふさわしい広域圏の中核都市にふさわしい広域圏の中核都市にふさわしい広域圏の中核都市にふさわしい

にぎわいとうるおいにあふれた交流都心の形成にぎわいとうるおいにあふれた交流都心の形成にぎわいとうるおいにあふれた交流都心の形成にぎわいとうるおいにあふれた交流都心の形成

JRJRJRJR姫路駅姫路駅姫路駅姫路駅

山陽電鉄

姫路駅

中央コンコース

西側自由通路

東側自由通路

東側一般車乗降場

西側一般車乗降場

バス乗降場

姫路ターミナルスクエア姫路ターミナルスクエア姫路ターミナルスクエア姫路ターミナルスクエア

（平成２７年３月２７日オープン）（平成２７年３月２７日オープン）（平成２７年３月２７日オープン）（平成２７年３月２７日オープン）

東
改

札
東

改
札

東
改

札
東

改
札

中央改札中央改札中央改札中央改札

日本最大規模の駅前空間日本最大規模の駅前空間日本最大規模の駅前空間日本最大規模の駅前空間

面積約面積約面積約面積約6,4006,4006,4006,400㎡㎡㎡㎡ がががが⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 約約約約16,00016,00016,00016,000㎡に（約㎡に（約㎡に（約㎡に（約2.52.52.52.5倍）倍）倍）倍）

※※※※ 駅前空間は約５倍の面積（約３万㎡）に駅前空間は約５倍の面積（約３万㎡）に駅前空間は約５倍の面積（約３万㎡）に駅前空間は約５倍の面積（約３万㎡）に !!!!!!!!

ＪＲ新駅ビル（ピオレ姫路）ＪＲ新駅ビル（ピオレ姫路）ＪＲ新駅ビル（ピオレ姫路）ＪＲ新駅ビル（ピオレ姫路）

平成２５年４月３０日オープン平成２５年４月３０日オープン平成２５年４月３０日オープン平成２５年４月３０日オープン

「播磨の中核都市にふさわしい都市の顔」

基本コンセプト：「城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場」基本コンセプト：「城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場」基本コンセプト：「城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場」基本コンセプト：「城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場」

10



大手前通り（平成17年頃） 北駅前広場（平成15年頃）

駅ビルが駅前広場（キャッスルガーデン）に

人が交流する広場人が交流する広場人が交流する広場人が交流する広場にぎわい・くつろぎ・憩いの空間にぎわい・くつろぎ・憩いの空間にぎわい・くつろぎ・憩いの空間にぎわい・くつろぎ・憩いの空間

11「城を望み、時を感じ人が交流するおもてなし広場」新しい玄関の誕生

～キャッスルガーデン北広場～～キャッスルガーデン北広場～～キャッスルガーデン北広場～～キャッスルガーデン北広場～

イベントイベントイベントイベント活用空間活用空間活用空間活用空間 （（（（点線の枠内）点線の枠内）点線の枠内）点線の枠内）

～キャッスルガーデン・中央地下通路～～キャッスルガーデン・中央地下通路～～キャッスルガーデン・中央地下通路～～キャッスルガーデン・中央地下通路～

イベントイベントイベントイベント活用活用活用活用空間空間空間空間 （（（（点線点線点線点線の枠内）の枠内）の枠内）の枠内）

キャッスルガーデン北広場

～姫路駅北にぎわい交流広場のイベント使用～ 平成27年4月1日から

ステージ西

60㎡

ステージ東

130㎡

ステージ西２

30㎡レンガ北

40㎡
レンガ南

50㎡

中央地下通路

165㎡

キャッスルガーデン

105㎡

12



開発用地の概要開発用地の概要開発用地の概要開発用地の概要

13

キャスティタウン（コアゾーン）キャスティタウン（コアゾーン）キャスティタウン（コアゾーン）キャスティタウン（コアゾーン）

ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック ＣブロックＣブロックＣブロックＣブロック

面面面面 積積積積 ９，４９８㎡９，４９８㎡９，４９８㎡９，４９８㎡ ７，８９４㎡７，８９４㎡７，８９４㎡７，８９４㎡ ５，５７４㎡５，５７４㎡５，５７４㎡５，５７４㎡

用途地域用途地域用途地域用途地域 商業地域商業地域商業地域商業地域

容積率／建容積率／建容積率／建容積率／建ぺいぺいぺいぺい率率率率 ６００％６００％６００％６００％ ／／／／ ８０％８０％８０％８０％ ４００％４００％４００％４００％ ／／／／ ８０％８０％８０％８０％

連絡デッキ整備連絡デッキ整備連絡デッキ整備連絡デッキ整備

公道上及びＪＲ敷地内公道上及びＪＲ敷地内公道上及びＪＲ敷地内公道上及びＪＲ敷地内 （市施工）（市施工）（市施工）（市施工）

各ブロック内各ブロック内各ブロック内各ブロック内 （事業者施工）（事業者施工）（事業者施工）（事業者施工）

イベントゾーンイベントゾーンイベントゾーンイベントゾーン

一般地権者一般地権者一般地権者一般地権者

ＪＲ西日本ＪＲ西日本ＪＲ西日本ＪＲ西日本
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キャスティタウンキャスティタウンキャスティタウンキャスティタウン －各施設－各施設－各施設－各施設－－－－

Ａブロック Ｂブロック Ｃブロックキャスティタウン
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キャスティウォークキャスティウォークキャスティウォークキャスティウォーク －歩行者デッキ－－歩行者デッキ－－歩行者デッキ－－歩行者デッキ－

Ａブロック Ｂブロック Ｃブロック

キャスティウォーク
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３．関連事業３．関連事業３．関連事業３．関連事業

・・・・ 姫路駅南駅前広場姫路駅南駅前広場姫路駅南駅前広場姫路駅南駅前広場



17171717

じばさんじばさんじばさんじばさん

ﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙ

ホテル日航ホテル日航ホテル日航ホテル日航

姫路姫路姫路姫路

南駅前広場施設配置・整備目的南駅前広場施設配置・整備目的南駅前広場施設配置・整備目的南駅前広場施設配置・整備目的

ﾊﾞｽ待機場ﾊﾞｽ待機場ﾊﾞｽ待機場ﾊﾞｽ待機場

10台台台台

ﾀｸｼｰﾀｸｼｰﾀｸｼｰﾀｸｼｰ

待機場待機場待機場待機場

42台台台台
一般車一般車一般車一般車

駐車場駐車場駐車場駐車場

35台台台台

一般車乗降場一般車乗降場一般車乗降場一般車乗降場

10台台台台

再整備前の施設規模再整備前の施設規模再整備前の施設規模再整備前の施設規模

ﾀｸｼｰ乗降場ﾀｸｼｰ乗降場ﾀｸｼｰ乗降場ﾀｸｼｰ乗降場 4444台台台台 ﾀｸｼｰ待機場ﾀｸｼｰ待機場ﾀｸｼｰ待機場ﾀｸｼｰ待機場 42424242台台台台

ﾊﾞｽ乗降場ﾊﾞｽ乗降場ﾊﾞｽ乗降場ﾊﾞｽ乗降場 4444台台台台 ﾊﾞｽ待機場ﾊﾞｽ待機場ﾊﾞｽ待機場ﾊﾞｽ待機場 10101010台台台台

一般車乗降場一般車乗降場一般車乗降場一般車乗降場 10101010台台台台 一般車駐車場一般車駐車場一般車駐車場一般車駐車場 35353535台台台台

ﾊﾞｽ乗降場ﾊﾞｽ乗降場ﾊﾞｽ乗降場ﾊﾞｽ乗降場

4台台台台
ﾀｸｼｰ乗降場ﾀｸｼｰ乗降場ﾀｸｼｰ乗降場ﾀｸｼｰ乗降場

4台台台台

12,30012,30012,30012,300㎡㎡㎡㎡

◆◆◆◆ 交通需要・利用状況の変化に対応交通需要・利用状況の変化に対応交通需要・利用状況の変化に対応交通需要・利用状況の変化に対応

◆◆◆◆ 姫路駅北駅前広場との役割分担や需要に対応姫路駅北駅前広場との役割分担や需要に対応姫路駅北駅前広場との役割分担や需要に対応姫路駅北駅前広場との役割分担や需要に対応

整備目的整備目的整備目的整備目的

17

待ち合わせや休憩ができる空間を創出待ち合わせや休憩ができる空間を創出待ち合わせや休憩ができる空間を創出待ち合わせや休憩ができる空間を創出

雨に濡れずに乗換えができる屋根を設置雨に濡れずに乗換えができる屋根を設置雨に濡れずに乗換えができる屋根を設置雨に濡れずに乗換えができる屋根を設置

一般車乗降場

駐車場

一般車乗降場

タクシー乗場

バス乗場

姫路駅南駅前広場整備の概要姫路駅南駅前広場整備の概要姫路駅南駅前広場整備の概要姫路駅南駅前広場整備の概要

一般車が東西両側で乗降可

横断歩道をなくし、歩行者の安全性を向上横断歩道をなくし、歩行者の安全性を向上横断歩道をなくし、歩行者の安全性を向上横断歩道をなくし、歩行者の安全性を向上

公共交通と一般車の完全分離

18



姫路駅南駅前広場姫路駅南駅前広場姫路駅南駅前広場姫路駅南駅前広場 ～利用状況～～利用状況～～利用状況～～利用状況～
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20

現況（片側1車線暫定供用）

平成18年の発掘調査状況

（西側車線）

内環状東線内環状東線内環状東線内環状東線のののの

早期４車線化早期４車線化早期４車線化早期４車線化

計画平面図

姫路駅

姫路駅周辺土地区画整理事業姫路駅周辺土地区画整理事業姫路駅周辺土地区画整理事業姫路駅周辺土地区画整理事業

施工地区面積 約４５．５ha
施 工 者 姫 路 市

事業期間 平成元年５月３０日～令和４年３月３１日

事 業 費 ３６１億円

20

今後の課題①：姫路駅周辺土地区画整理事業の完了に向けた進捗今後の課題①：姫路駅周辺土地区画整理事業の完了に向けた進捗今後の課題①：姫路駅周辺土地区画整理事業の完了に向けた進捗今後の課題①：姫路駅周辺土地区画整理事業の完了に向けた進捗
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整備イメージ（ JR山陽本線）

21

計画平面図

南駅前広場

今後の課題②：姫路駅南駅前広場周辺まちなみ整備事業今後の課題②：姫路駅南駅前広場周辺まちなみ整備事業今後の課題②：姫路駅南駅前広場周辺まちなみ整備事業今後の課題②：姫路駅南駅前広場周辺まちなみ整備事業

都市拠点整備本部

令和元年８月

22

２．事業化に向けて取り組んでいる駅

１．事業中の駅

鉄道駅周辺整備について
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令和元年度事業箇所図

鉄道駅周辺整備室におい

て整備完了した駅

事業化に向けて取り組

んでいる駅

継続事業継続事業継続事業継続事業

山陽電鉄本線

大塩駅周辺整備事業

24

１．事業中の駅について（大塩駅）

○山陽電鉄大塩駅

2019年度から山陽電鉄「大塩駅」の橋上駅舎化
と駅周辺整備事業に本格着手。

１.事業概要

山陽電鉄 ： 橋上駅舎（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応）、ホームの延伸

兵庫県 ： 交差点改良（国道250号）

姫路市 ： 歩道橋の整備、踏切拡幅、駅前広場整備

道路改良、歩道拡幅、駐輪場整備（駅の南北）

２.事業完成予定

橋上駅舎 2021年（令和3年）
駅周辺整備 2023年（令和5年）

３.総事業費

約２４億円 （うち姫路市事業 約１０億円）
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１．事業中の駅について（大塩駅）

大塩駅周辺整備計画大塩駅周辺整備計画大塩駅周辺整備計画大塩駅周辺整備計画

��������	�
��
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１．事業中の駅について（大塩駅）

大塩駅（橋上駅）大塩駅（橋上駅）大塩駅（橋上駅）大塩駅（橋上駅）
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歩道橋歩道橋歩道橋歩道橋

(階段階段階段階段)

完成イメージ完成イメージ完成イメージ完成イメージ図

（東側から望む）
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１．事業中の駅について（大塩駅）

大塩駅（橋上駅）大塩駅（橋上駅）大塩駅（橋上駅）大塩駅（橋上駅）
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歩道橋歩道橋歩道橋歩道橋

(階段階段階段階段)

完成イメージ完成イメージ完成イメージ完成イメージ図

（南側から望む）

��������������	��	��	��	
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２．事業化に向けて取り組んでいる駅

○JR姫路・英賀保間新駅

手柄山中央公園整備基本計画イメージ図

2016年年年年(平成平成平成平成28年年年年)12月にＪＲと新駅設置の覚書を締結。月にＪＲと新駅設置の覚書を締結。月にＪＲと新駅設置の覚書を締結。月にＪＲと新駅設置の覚書を締結。

手柄山中央公園整備基本計画と整合を図りながら、都市計画の手続きを進め、新駅計画を推進手柄山中央公園整備基本計画と整合を図りながら、都市計画の手続きを進め、新駅計画を推進手柄山中央公園整備基本計画と整合を図りながら、都市計画の手続きを進め、新駅計画を推進手柄山中央公園整備基本計画と整合を図りながら、都市計画の手続きを進め、新駅計画を推進
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２．事業化に向けて取り組んでいる駅

○JR英賀保駅

昨年11月に整備された駅北駅前広場からのアクセス向上のため、こ線橋架け
替えや北側改札口設置に向け、ＪＲと協議し、都市計画の手続きを進める。

30

２．事業化に向けて取り組んでいる駅

○JR太市駅

2015年度年度年度年度(平成平成平成平成27年度年度年度年度)から太市連合自治会が「太市創生会議」を発足。さらにから太市連合自治会が「太市創生会議」を発足。さらにから太市連合自治会が「太市創生会議」を発足。さらにから太市連合自治会が「太市創生会議」を発足。さらに2016年度年度年度年度(平平平平
成成成成28年度年度年度年度)からは、「太市駅周辺まちづくり協議会」を発足し、今年からは、「太市駅周辺まちづくり協議会」を発足し、今年からは、「太市駅周辺まちづくり協議会」を発足し、今年からは、「太市駅周辺まちづくり協議会」を発足し、今年2月に太市駅周辺の市街月に太市駅周辺の市街月に太市駅周辺の市街月に太市駅周辺の市街

化調整区域地区計画の都市計画決定を行った。今後は地区計画にも位置付けされている化調整区域地区計画の都市計画決定を行った。今後は地区計画にも位置付けされている化調整区域地区計画の都市計画決定を行った。今後は地区計画にも位置付けされている化調整区域地区計画の都市計画決定を行った。今後は地区計画にも位置付けされている

駅前広場整備事業に着手する。駅前広場整備事業に着手する。駅前広場整備事業に着手する。駅前広場整備事業に着手する。

地区計画計画図

太市駅
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２．事業化に向けて取り組んでいる駅

○山陽電鉄飾磨駅

2017年度年度年度年度(平成平成平成平成29年度年度年度年度)より地元で発足した「飾磨駅周辺まちづくり協議会」が、「まちづくりより地元で発足した「飾磨駅周辺まちづくり協議会」が、「まちづくりより地元で発足した「飾磨駅周辺まちづくり協議会」が、「まちづくりより地元で発足した「飾磨駅周辺まちづくり協議会」が、「まちづくり

基本構想」を作成し、昨年基本構想」を作成し、昨年基本構想」を作成し、昨年基本構想」を作成し、昨年11月に市長へ提案。月に市長へ提案。月に市長へ提案。月に市長へ提案。2016年年年年(平成平成平成平成28年年年年)3月に改正された踏切道月に改正された踏切道月に改正された踏切道月に改正された踏切道

改良促進法に基づく「改良すべき踏切道」が飾磨駅周辺地区に集中しており、踏切対策に改良促進法に基づく「改良すべき踏切道」が飾磨駅周辺地区に集中しており、踏切対策に改良促進法に基づく「改良すべき踏切道」が飾磨駅周辺地区に集中しており、踏切対策に改良促進法に基づく「改良すべき踏切道」が飾磨駅周辺地区に集中しており、踏切対策に

取り組む。取り組む。取り組む。取り組む。

夢前川駅(南)
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今後の課題：利用者３，０００人未満の鉄道駅におけるバリアフリー化の推進今後の課題：利用者３，０００人未満の鉄道駅におけるバリアフリー化の推進今後の課題：利用者３，０００人未満の鉄道駅におけるバリアフリー化の推進今後の課題：利用者３，０００人未満の鉄道駅におけるバリアフリー化の推進



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 公園行政の現状・課題と事業の

概要 



 

公園行政の現状・課題と事業の概要 

 

１ 公園の現状                ・・別紙１「公園開設及び管理状況」 

 

   市立公園の箇所数    945   箇所 

        面積     481.83ha 

      一人当公園面積      9.00㎡ （都市公園に限っては 9.32㎡）        

   スポーツ広場公園・チビッコ広場 合計 308箇所 37.77ha 

 

２ 課題 

 

 (1) 維持管理の負担増 

・公園数の増加 

・公園愛護会の弱体化 

・施設の老朽化 

・樹木の成長 

・要求水準の高度化・多様化  等 

   

（2） 整備費の減少 

     

３ 事業概要 

 

 （1）都市計画公園の新規整備    ・・別紙２「都市公園整備プログラム」  

別紙３「社会資本整備事業図面」 

 

（2）手柄山中央公園の再整備 ・・別紙４「手柄山中央公園整備基本計画要約版」 

別紙５「手柄山スポーツ施設整備基本計画概要版」 

 

 （3）浜手緑地白浜地区の全面改修、苫編第一公園の新規整備 等 

 

（4）姫路市パークマネジメントプランの策定   

     ・・別紙６「ﾊﾟｰｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾗﾝについて」 

 

 （5）公園施設長寿命化（遊具更新） 

 

 （6）まちごと緑花大作戦事業 

 

（7）スポーツ広場公園、チビッコ広場の整備 

  

（8）手柄山温室植物園、自然観察の森・桜山公園の指定管理  等 

 



３　公園開設及び管理状況
人口 人 ※

箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha) 愛護会 業者

207 48.85

街　区 792 91.09 1.70 (216) (50.82) 585 42.24 753 2

22 37.26

近　隣 29 45.17 0.84 (31) (64.30) 7 7.91 33 9

6 24.22

地　区 12 44.26 0.83 (8) (36.80) 6 20.04 13 6

5 121.68

総　合 7 141.75 2.65 (6) (313.10) 2 20.07 3 3

1 8.00

運　動 1 8.00 0.15 (1) (15.40) 0 0.00 1

1 0.45

風　致 1 0.45 0.01 (1) (16.40) 0 0.00 2

緩　衝

緑　地 1 72.83 1.36 1 72.83 1 10

都　市 1 0.58

緑　地 9 9.12 0.17 (1) (0.58) 8 8.54 5 3

河　川

緑　地 50 48.57 0.91 50 48.57 72

1 2.40

緑　道 6 11.26 0.21 (1) (2.40) 5 8.86 4 3

※9.32 244 243.44

908 472.50 8.82 (265) (499.8) 664 229.06 887 36

※3.28

37 9.33 0.17 37 9.33 34 2

244 243.44

945 481.83 9.00 (265) (499.8) 701 238.39 921 38

10 3.47 0.06 10 3.47

2 0.69 0.01 2 0.69 3

134 28.80 0.54 134 28.80

174 8.97 0.17 174 8.97

320 41.93 0.78 0 0.00 320 41.93 3 0

1,265 523.76 9.78 924 38

※ 上段は、供用開始済の公園箇所数及び面積
下段（　）は、都市計画決定された公園箇所数及び面積

※ 人口は、H27国勢調査人口
※

  　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 8.82㎡＝都市公園の総面積（4,725,000㎡）/総人口（535,664人）
※ 一人当公園面積(都市公園以外) 3.28㎡＝都市公園以外の面積（93,300㎡）/都市計画区域外人口（28,470人）

種類

一人当公園面積(都市公園計) 9.32㎡＝都市公園の総面積（4,725,000㎡）/都市計画区域内人口（507,194人）

計画決定外 管理区分
種　別 箇所数

面積
(ha)

一人当
公園面積

(㎡)

計画決定
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広場
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（H31.4.1現在）
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１ プログラム策定の目的 

姫路市は、「生きがいと魅力ある住みよい都市 姫路」の実現を目指しています。この目

標に向けて、まちづくりの根幹的な施設である都市公園の整備を計画的に進めていくこと

が必要です。都市公園は都市内の憩いのスペースや運動、レクリエーションの場の提供と

いった機能だけでなく、大気浄化や延焼の防止などにも役立っており、市民の皆さんが安

心して快適に暮らせるための大切な都市施設です。 

都市公園整備プログラムは、現在事業中の公園や主要な都市整備プロジェクトと一体的

な整備が予定される公園、長期未整備公園・緑地のうち決定された都市計画公園の中から

概ね 20 年以内（都市計画の基本的方向を定めるのに望ましいとされる期間）に事業化が

見込まれる公園等を対象に、その整備時期を定めたものです。 

 

２ 都市公園の整備方針 

都市公園の整備は、これまでも、公園を住区基幹公園、都市基幹公園等の種別ごとに分

け、機能的に配置することにより、秩序ある市街地の形成や良好な都市環境が創出される

よう計画的な整備を進めてきました。 

しかし、維持管理経費が増大し投資的経費が圧迫される近年の厳しい財政状況下におい

ては、公園整備事業費の大幅な増加は見込めず、限られた予算の中で公園・緑地を効率的

に整備していく必要があります。 

このプログラムでは、次の方針に基づいて優先的・重点的に取り組む公園を選定し、整

備を進めます。 

◆ 都市公園の整備方針 ◆ 

 

 

３ 都市公園の整備プログラム              

今後、新設の公園整備に投入できる事業費は、おおむね年間５～６億円程度と見込まれ

ます。 

この見込みをもとに、整備

プログラムの対象として２３

公園を選定し、関連事業の実

施スケジュールや優先度の評

価等をふまえて整備時期を区

分しました。この整備プログ

ラムは今後の地価や公園整備

予算の動向に大きく左右され

るため、単年度単位ではなく、

1 期から3 期に区分して作成

しています。 

   

 

近年、整備を実施した都市公園のうち、主な整備公園をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園の整備状況 

①①①①    事業中公園の早期整備事業中公園の早期整備事業中公園の早期整備事業中公園の早期整備    

・糸引公園や天満公園など既に整備を実施中の都市公園について、早期の整備完了に向け

事業を推進します。 

②②②②    主要な主要な主要な主要な都市整備都市整備都市整備都市整備プロジェクト等に関連する公園プロジェクト等に関連する公園プロジェクト等に関連する公園プロジェクト等に関連する公園のののの整備整備整備整備    

・姫路城周辺整備、手柄山の再整備、その他区画整理事業等に関連する公園について、

関連する事業と一体となって整備を進めます。 

③③③③    長期長期長期長期未整備公園・緑地未整備公園・緑地未整備公園・緑地未整備公園・緑地のののの計画的な整備計画的な整備計画的な整備計画的な整備    

・長期未整備公園・緑地については、優先度を評価して計画的な整備を行います。 

(総合）手柄山中央公園 

(近隣）飾磨中央公園 (地区）津田公園 

(近隣）御立公園 

整備プログラム対象公園 

現在事業中の 

公園・緑地 

関連事業等と一体的 

な整備が見込まれる 

公園・緑地 

長期未整備 

公園・緑地 

関連事業等 

関連事業の実施にあわせて

順次事業着手 

評価 

費用対効果や都市公園事

業の新規採択の考え方に

より優先度を評価 

２期 

概ね 10 年以内に着手 

（H31 年度～H35 年度） 

３期 

10 年後以降に着手 

（H36 年度～H45年度） 

１期 

事業中又は 

概ね５年以内に着手 

（H26年度～H30年度） 

類
型

化
 

対
応

方
針

 
時

期
 



 

４ プログラムの推進にあたって 

都市公園整備プログラムの事業箇所は本図に示す通りです。図に示した事業箇所は、今

後着実に整備していく予定ですが、社会情勢や地域事情など必要に応じて事業箇所や着手

時期などの見直しを行います。 

また、都市公園の整備は、市民の皆さんのご理解、ご協力なくして進めることは出来ま

せん。本市の公園整備の考え方をご理解いただき、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号番号番号番号    種別種別種別種別    公園名公園名公園名公園名    面積面積面積面積

(ha)(ha)(ha)(ha)    

整備時期整備時期整備時期整備時期    

①①①①    街区 阿保第一公園 0.20 １期・２期 

②②②②    街区 阿保第四公園 0.25 １期・２期 

③③③③    街区 阿保第七公園 0.30 １期・２期 

④④④④    街区 阿保第八公園 0.20 １期・２期 

⑤⑤⑤⑤    街区 英賀保駅北第一公園 0.20 １期・２期 

⑥⑥⑥⑥    街区 英賀保駅北第二公園 0.20 １期・２期 

⑦⑦⑦⑦    街区 荒川南第一公園 0.15 １期 

⑧⑧⑧⑧    街区 荒川南第二公園 0.15 １期・２期 

⑨⑨⑨⑨    街区 荒川南第三公園 0.20 １期・２期 

⑩⑩⑩⑩    街区 荒川南第四公園 0.20 １期・２期 

⑪⑪⑪⑪    街区 荒川南第五公園 0.20 １期 

⑫⑫⑫⑫    街区 垣内津市場第二公園 0.20 １期・２期 

⑬⑬⑬⑬    街区 垣内津市場第四公園 0.30 １期・２期 

⑭⑭⑭⑭    近隣 苫編第一公園 1.1 １期・２期 

⑮⑮⑮⑮    近隣 御立公園 2.4 １期 

⑯⑯⑯⑯    近隣 下野公園 3.2 ２期 

⑰⑰⑰⑰    近隣 勝原公園 2.6 ２期 

⑱⑱⑱⑱    近隣 津市場公園 2.5 ３期 

⑲⑲⑲⑲    近隣 見野公園 2.7 ３期 

⑳⑳⑳⑳    地区 書写東公園 4.0 １期 

㉑㉑㉑㉑    地区 糸引公園 2.0 １期 

㉒㉒㉒㉒    地区 天満公園 2.5 １期 

㉓㉓㉓㉓    総合 手柄山中央公園 1.4 １期 

１期：概ね５年以内（H26 年度～H30 年度）に着手 

２期：概ね１０年以内（H31 年度～H35 年度）に着手 

３期：概ね１０年以降（H36 年度～H45 年度）に着手 

※区画整理事業内の公園整備の時期は、周辺整備の 

兼ね合いを調整しながら着手いたします。 

■公園一覧表 

<凡例> 

この計画についてのお問い合わせは下記にお願いします 

姫路市建設局公園部公園整備課 TEL:079-221-2415 

① 

④ 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑱ 

⑰ 

㉒ 

㉑ 

⑲ 

㉓ 

⑭ 

⑳ 

⑯ 

● ■ １期整備予定公園 

● ■ １期・２期整備予定公園 

● ■ ２期整備予定公園 

● ■ ３期整備予定公園 

⑮ 

済 

済 

済 

済 

平成 31年 4 月時点 

済 

済 

済 

済 



 

 

 

 

0 . 5 6 5( 管底高)
0 . 6 7 1 ( 管底高)

0 . 6 2 6( 管底高)

0 . 6 1 9 ( 管底高)

0 . 6 5 0 ( 管底高)

0 . 6 4 6 ( 管底高)

0 . 6 3 1( 管底高)

0 . 6 9 2 ( 管底高)

0 . 6 7 3 ( 管底高)

0 . 6 2 9 ( 管底高)

0 . 5 9 5( 管底高)

0 . 7 2 4 (管底高)

0 . 7 1 0( 管底高)

0 . 7 2 0 ( 管底高)

0 . 7 1 9( 管底高)

0 . 6 8 7 ( 管底高)

0 . 7 0 2( 管底高)
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  ヒガシヤマ(一)L1L11

E.北白浜19東8
  ヒガシヤマ(一)2L1L10

カーポート

モ(一)

モ(一)

都市計画道路 北白浜線(市道 糸引63号線)

柿木川

柿木川

市立糸引小学校

市立糸引幼稚園

K(プ)

K(鋲)

K(刻)
K(刻)

K(刻)

K(刻)

K(刻)

K(刻)

K(鋲)

K(鋲)

K(プ)

K(プ)

K(プ)

K(プ)

K(プ)
K(プ)

K(プ) K(プ)

K(プ)

K(刻)

K(刻)

K(刻)

K(刻)

K(ペ)
K(ペ)

K(プ)

K(プ) K(プ)

K(プ)

K(プ)

K(プ)

K(刻)
K(鋲)

K(プ) K(プ)

K(プ)

K(プ)

K(プ)

K(プ)

K(プ)

K(プ)

K(プ)

K(プ)

K(プ)

市
道
 
糸

引
1
0
4
号

線

市道 糸引114号線

防火水槽

汚

H=2.355m

H=2.676m

汚

駐車場

メインエントランス駐車場入口

サブエントランス

サブエントランス

倉庫

健康遊具

小型遊具

複合遊具

パーゴラ

トイレ

トイレ

かまどベンチ

かまどベンチ

かまどベンチ

かまどベンチ

水飲

水飲

ベンチ

シェルター

複合遊具

複合健康遊具

自
転
車
置
場

自転車
置場

自転車
置場

ベンチ

サークルベンチ

シェルター

シェルター

水飲

ベンチ

園名石-2

園名石-2

園名石-1
手洗い

忠魂碑

ちびっ子広場

多目的広場

 
 

 

糸引公園 

天満公園 

手柄山中央公園 

糸引校区 手柄校区 八幡校区 

姫路市の国庫補助における社会資本整備事業【公園】 

姫路市洪水ハザードマップより 

下野公園（3.2ha） 

糸引公園（2.0ha） 

一人あたり公園面積 
2.07 ㎡/人⇒3.82 ㎡/人 

避難可能人数 
約 16,000 人 

一人あたり公園面積 

1.87 ㎡/人⇒3.68 ㎡/人 
避難可能人数 
約 10,000 人 

 

 

一人あたり公園面積 
2.19 ㎡/人⇒4.17 ㎡/人 

避難可能人数 
約 12,500 人 

天満公園（2.5ha） 

大津校区 大津校区人口  

（12,955 人） 

半径 2.0km 圏内 

半径 2.0km 圏内 半径 2.0km 圏内 

八幡校区人口  

（18,217 人） 

手柄校区人口  

（11,362 人） 

糸引校区人口  

（10,985 人） 

手柄山中央公園（61.9ha）

姫路城 





手柄山中央公園の施設再配置 イメージ図



 

 

 

1. 計画の背景 

手柄山中央公園内の各施設は老朽化が進んでいるため、園内施設の再配置を中心とする新設、改修等の中長期的

な整備方針を示した「手柄山中央公園整備基本計画」を平成２９年１月に策定しました。 

これを受け、公園北西部エリアにおいて、老朽化が著しい総合スポーツ会館の機能を移転させる新体育館や全天

候型屋内５０ｍ、２５ｍプールを新設する予定で、これら施設の整備の基本指針となる「手柄山スポーツ施設整備基

本計画」を策定し、本市スポーツの拠点に相応しい施設整備を目指します。 

2. 基本コンセプト 

手柄山中央公園整備基本計画における整備コンセプトである「感動と笑顔あふれる憩いの交流空間の創出」や姫

路市スポーツ推進計画の基本理念である「誰もが気軽にスポーツに関わりを持てる、生涯スポーツ社会の実現」を踏

まえ、次の 3 つを新たな手柄山スポーツ施設の基本コンセプトとします。 
 

●多様なニーズに対応できる拠点性の高いスポーツ施設 

手柄山中央公園には、球技、競泳、武道など多様なスポーツに対応できる施設が集積していることから、この立地

特性を活かし、新たな体育館及び市民プールが既存のスポーツ施設の機能を補完・拡充することで、公園内のスポー

ツ施設が一体となって「するスポーツ」「みるスポーツ」「ささえるスポーツ」のすべてを実現できる拠点性の高い環

境を整えます。 

●手柄山中央公園の玄関口となるスポーツ施設 

JR 姫路・英賀保間の新駅整備構想では、陸上競技場北側に新駅が設置されることが計画されており、手柄山中央

公園の新たな玄関口となります。よって、新たな体育館及び市民プールを手柄山中央公園の玄関口とするべく、手柄

山中央公園の構成施設として景観上シンボル性の高い施設とし、公園内の他の施設へのアクセス性を確保するなど、

利便性の向上に配慮します。 

●レクリエーション空間として機能するスポーツ施設 

新たな体育館及び市民プールについては、子どもから高齢者まで様々な人が気軽に訪れることができ、また、園路

を散策するなど、公園を楽しみながら健康づくりができるレクリエーション空間として機能する施設とします。 

 

3. 施設整備方針 

 

 

 

 

 

 

４. 計画の概要 

 

 

●ゾーニング計画 

手柄山スポーツ施設は、現在の市民プールの場所に整備し、新体育館は新駅から近い場所に中央体育館と２館並ぶか

たちで配置します。また、屋内競技用プールは市道幹第 22 号線（延末線）沿いに、レジャープールは両施設に挟まれ

るかたちで配置します。 

 

●動線計画 

新体育館と屋内プールは新駅から直接アプローチできる位置にエントランスを設置します。また、観客のアプローチ

と選手や関係者のアプローチを分離することで、動線が交錯しないようにします。 

その他、新駅から連絡通路を整備し、南方向へのメイン動線を確保するとともに、回転展望台のある山頂方向への動

線も確保します。 

 

 

 手柄山スポーツ施設整備基本計画【概要版】 

中央体育館 

陸上競技場 

JR 姫路・英賀保間の新駅整備構想エリア 

連絡通路の整備 

駅前広場 

回転展望台方向への

園路の形成 

新市民プール 

（屋内競技用） 

新体育館 

連絡通路から接続 

回転展望台 

管理者用動線の確保 

新市民プール 

（レジャープール） 

➊中央体育館との機能分担の見直し         ➎人々がふれあい、スポーツに興味が持てる施設 

➋県立武道館との機能分担             ➏高齢者及び障害者に配慮された施設 

➌競技用プールの充実               ➐環境への配慮や災害時に対応できる施設 

➍中央体育館との連携によるスポーツの振興     ➑新駅設置に伴う立地環境を活かした施設 



 

５. 各諸室の機能と想定規模 

現在、想定している主要な諸室とその想定規模は次のとおりです。 

●新体育館 

諸室等 想定規模等 

メインアリーナ 

 バレーボール 3 面、バスケットボール 3 面、バドミントン 12 面等、 

3,000 ㎡（68m×42m）程度 

 付帯施設として選手控室、役員室、更衣室、器具庫を隣接 

 観客席 3,500 席以上（1 階：可動式観客席 1,100 席程度、2 階：固定式観客席 2,400

席程度） 

サブアリーナ 

 バレーボール 1 面、バスケットボール 1 面、バドミントン 4 面等、 

1,000 ㎡（44m×25m）程度 

 観客席 200 席程度 

卓球場  卓球台 10 台を設置できる規模（５00 ㎡程度） 

柔道場 
 4 面配置（1,000 ㎡程度） 

 観客席 120 席程度 

剣道場 
 4 面配置（1,000 ㎡程度） 

 観客席 120 席程度 

弓道場 
 近的：10 人立ち（1,000 ㎡程度）、遠的：6 人立ち（1,000 ㎡程度） 

 観客席 近的：120 席程度、遠的：100 席程度 

トレーニングルーム 
 300 ㎡程度 

 競技者、一般利用者ともに対応 

スタジオ（多目的室） 

 200 ㎡程度 

 エアロビクス、ダンス、ヨガなど多目的に利用 

 少人数利用に対応できるよう可動式間仕切りにより分割できる構造 

ランニングコース 
 走路幅 3m 程度（1 周 200m 程度） 

 日頃の健康増進や大会時のウォームアップに利用 

キッズコーナー 
 50 ㎡程度 

 幼児の遊び場、待機場所 

レストラン・ 

コンビニエンスストア 

 レストラン（100 席程度）、コンビニエンスストア 

 日用品の買い物や飲食ができ、会話や交流できる場 

 体育館利用者以外の公園利用者も利用 

エントランスホール・ 

ロビー 
 スポーツに関する資料展示など情報発信・情報収集機能をもつオープンスペース 

会議室・研修室・更衣室・ロッカー・シャワー室・器具庫・倉庫・医務室・管理関係諸室など 

●新市民プール 

諸室等 想定規模等 

競技用プール 

 日本水泳連盟公認の 50m 国内一般プール・AA に対応 

 全天候型屋内 50m プール（10 レーン、水深 2m 以上、1,250 ㎡程度）及び 25m プ
ール（300 ㎡程度） 

 観客席 2,500 席以上 

レジャープール 
 小中学生及びファミリー層を主なターゲットとし、年間利用者数 10 万人以上を目指す

（敷地面積：８,500 ㎡程度） 

エントランスホール・ 

ロビー 
 スポーツに関する資料展示など情報発信・情報収集機能をもつオープンスペース 

会議室・研修室・更衣室・ロッカー・シャワー室・器具庫・倉庫・医務室・管理関係諸室など 

６. イメージパース 

●イメージ① 

 

7. 事業手法 

本市では、一定規模以上の公共施設整備事業については、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法（官民連携手法）の導入に関して

優先的検討を行うものとしており、民間の持つノウハウ、技術を最大限活用できる事業手法を採用します。 

また、本施設の整備、維持管理・運営に係る費用は、本基本計画を基に類似施設等を参考に算出するとともに、

今後、施設の運営等に関して民間事業者へのサウンディングを実施するなど、本市の財政状況も勘案しつつ、精査

を重ねていくものとします。 

８. 事業スケジュール（予定） 
 

平成 31 年度 
（2019） 

平成 32 年度 
（2020） 

平成 33 年度 
（2021） 

平成 34 年度 
（2022） 

平成 35 年度 
（2023） 

平成 36 年度 
（2024） 

平成 37 年度 
（2025） 

事業者募集資料の検討・作成 事業者募集 
選定・契約 事業実施（設計・施工・開業準備）        供用開始 

 

 

差替え 

●イメージ②  ●イメージ③ 



    パークマネジメントプランについてパークマネジメントプランについてパークマネジメントプランについてパークマネジメントプランについて        

 

＜パークマネジメントプランとは＞＜パークマネジメントプランとは＞＜パークマネジメントプランとは＞＜パークマネジメントプランとは＞    

公園の管理運営はどのようにあるべきか、その手法を取りまとめたものがパ

ークマネジメントプランである。 

その中でも姫路市では、公園の利活用の部分に焦点を当て、公園のあり方を

見直すことにより、公園管理における市民協働の手法や民間の経営的視点の導

入を検討するなど、市民が主体となった公園の利活用を推進する「姫路市パー

クマネジメントプラン」の策定を進めている。 

 

＜公園を取り巻く現状＞＜公園を取り巻く現状＞＜公園を取り巻く現状＞＜公園を取り巻く現状＞    

 利用状況：開設から長い期間がたち、社会環境の変化などにより利用者ニー 

ズに合わなくなっている公園が見られる。利用者の減少が公園の 

荒廃を招き、結果として、公園の維持管理費の増大につながって 

いる。 

維持管理：清掃など日常の維持管理活動は、原則として、自治会を主体とし 

た公園愛護会に委託。大規模な公園の植栽等は、造園業者等に業 

務委託。 

 法 制 度：平成２９年の都市公園法の改正により、公園の管理運営に民間と 

連携した手法が導入できるようになった。 

 

＜課題＞＜課題＞＜課題＞＜課題＞    

  公園は本来、人々の生活にゆとりを与えるものである。しかしながら、日常

の管理を担う公園愛護会をはじめとした地元自治会にとって、公園の存在が

地域の負担となりつつある。 

  また、公園は、都市空間としてとらえても、緑を備えた貴重なオープンスペ

ースであるにも関わらず、利用度の低下した公園が散在することは、都市の魅

力を低下させるものともなっている。 

 

＜課題解決に向けて＞＜課題解決に向けて＞＜課題解決に向けて＞＜課題解決に向けて＞    

公園を単なる都市の中にある空間としてとらえるのではなく、交流・にぎわ

いを創出する場としてとらえ直した。その上で、次の視点を中心に、公園の利

活用について検討を進める。 

  ・地元自治会、民間事業者との連携 

 ・公園愛護会の負担軽減策の検討 

  ・民間資本による公園整備及び管理活用の可能性の調査 
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４ 防災・安全安心について 



 

- 1 - 

防災・安全安心について 

≪ 防災業務 ≫ 

概 要 
近年、地震や台風、集中豪雨等の自然災害が全国各地に大きな被害をもたらし、

その態様も大規模化、多様化の傾向にある。本市では、山崎断層帯で発生する地

震や南海トラフ巨大地震による津波､台風による風水害などの自然災害や､大規模

な事故など様々な災害への対応が求められている。  

 

被害想定 
１  地震  

【山崎断層帯地震】  

マグニ  

チュード  

 

最大  

震度  
 

 

建物全壊  

棟数  
 

 

建物半壊  

棟数  
 

死者数  

(建物倒壊 ) 

避難者数  

（ 1日後）  

 

８．０  
 

 

７  
 

 

17,865棟  
 

 

39,431棟  
 

1,007人  182,111人  

 

【南海トラフ巨大地震】  
 

マグニ  

チュード  

 

最大  

震度  

 

津波高  

（２時間後 ) 
 

 

建物全壊  

棟数  
 

 

建物半壊  

棟数  

 

死者数  

 

避難者数  

(1日後 )  

９．１  ６強  ２．５ｍ  2,033棟  15,133棟  435人  9,139人  

 

２  風水害  

区     分  死者  負傷者  床上浸水  床下浸水  

昭和 40年  台風 23号

(強風 ･浸水害 ) 
6人  14人    729棟   1,969棟  

台風 24号  

(洪水 ･浸水害 ) 
3人  

(行方不明 １人 含む )  
 0人  1,424棟  15,063棟  

昭和 51年   台風 17号

(洪水 ･浸水害 ) 
6人    4人  6,891棟  22,412棟  

平成 16年   台風 16号

(強風 ･高潮浸水害 ) 
2人   10人    35棟     211棟  

 
防災対策  
１  防災会議  

地震、風水害等のあらゆる災害から市民の暮らしを守るため、災害対策基本法

及び水防法の規定に基づき、姫路市防災会議を設置して地域防災計画を定め、こ

れらの計画に基づき防災関係機関・市民等と密接な連絡調整を図るなど、災害の

予防、応急対策及び復旧等の防災活動に即応する体制の確立に努めている。  

 

 

                                          防災会議の組織  

                               会   長       委  員  52人  

                               （市長）     （市長が委嘱又は任命）  

 

                                              幹  事  55人  

                                             （市長が委嘱又は任命）  
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２  地域防災計画の推進  

姫路市地域防災計画は､災害対策について基本的な対応策及び方針を定めてお

り､地震災害対策計画編､風水害等対策計画編､資料編で構成し､社会情勢の変化等

にも考慮しながら、毎年見直しを行っている｡ 

 

(1) 地震対策  

備蓄倉庫や耐震性貯水槽等の整備を始め､自主防災組織の結成､姫路市地域防

災貢献事業所登録制度の推進等により､地域防災力の向上を図るとともに､関係

機関との災害時応援協定の締結や防災訓練の実施により､広域連携応援体制を

整備している｡ 

また､地震に伴う津波対策として､南海トラフ巨大地震により予想される震度

分布や津波による浸水予想を示した津波ハザードマップを作成し､沿岸部の各

世帯への全戸配布等により津波被害の軽減に取り組んでいる｡ 

 

(2) 風水害対策  

風水害時における避難行動の基本方針の策定､洪水ハザードマップ､土砂災害

ハザードマップの活用､浸水危険箇所の市部局での情報共有などを行っている｡ 

 

３  災害応急体制の整備  

 

(1) 避難所の指定  

避難所は、原則、小中学校や公民館等の公共施設を指定しているが、公共施

設のない地域等（旧４町）については、地域の公民館等を指定している。  
 

《避難所の体系》  

       〔一時避難〕          〔中期避難〕     〔長期避難〕  

       （危険の回避）          （応急生活の場）    （日常生活の回復）  

 

                   

                   

                   

                   

                   

                            特別の配慮を  

                            必要とする者  

 

 

 
(2) 水資源の確保  

災害時には、浄水場、配水池等からの運搬給水により水資源を確保すること

を原則としているが、浄水場、配水池から離れた場所については、飲料水兼用

耐震性貯水槽 (100ﾄﾝ)を設置するとともに、市内の小中学校等 95カ所の既設の

受水槽から容易に取水できるよう改修するなど、飲料水を確保するための対策

を進めている。  

 

 

市  

 

 

 

 

民  

 

 

・指定緊急避難場所  

（ 市 が 指 定 し た 避 難

場 所 で 、 大 規 模 避

難場所を含む）  

 

 

・一時避難場所  

（ 自 主 防 災 会 等 で 定

める施設等）  
福祉避難所  

指定避難所  

・拠点避難所  

（小学校等）  

・避  難  所  

（中学校、  

 公民館等）  

集約避難所  

(体育館等  

公共施設 ) 

応急仮設住宅等  



 

- 3 - 

 

《水資源確保の体系》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) 災害対策物資の備蓄  

備蓄物資の集中管理と災害時の計画的な配給を行うための備蓄拠点として、

災害対策用備蓄倉庫及び防災倉庫等を設置している。  

また、災害発生初期に備蓄倉庫から即時に物資の配布を行うことが被災状況

によって困難になることも考えられるため、災害発生初期に必要となる最小限

の避難所用の物資を拠点避難所となる小学校等に配置するとともに、避難所運

営業務がスムーズに行えるよう、市指定避難所に避難所開設用品を設置してい

る。  

さらに、行政間の相互応援協定や流通業者との応援協定等で確保することと

している。  

 

《災害対策物資備蓄の体系》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《災害対策用備蓄倉庫及び防災倉庫等の設置状況》  

   （災害対策用備蓄倉庫  ５箇所）  

中央南部 (津田公園 )、西部 (大津茂公民館北 )、東部 (球技スポーツセ

ンター )、中央北部 (安室公園 )、北部（夢前福祉センターぱるむ）  

   （防災倉庫等  ８箇所）  

香寺事務所南倉庫、坊勢スポーツセンター倉庫、山之内防災倉庫、

莇野防災倉庫、安富町防災倉庫、宮置防災倉庫、安富町コミュニテ

ィ防災公園倉庫、網手備蓄倉庫  

 

 

行 政 間 の 相 互 応 援 協 定  

流 通 業 者 と の 協 定 等  

災害対策用備蓄倉庫（ 5か所）  

 

災
害
対
策
物
資
の
備
蓄 

広域的な協定による備蓄  

流 通 備 蓄  

直 接 備 蓄  

 
 災害時市民開放井戸登録制度（ 924ヶ所）  
 

 

 

 生活用水の確保  
 
 

 
 プールの水の活用  
 

 

 
 受水槽の活用（小中学校等の受水槽の改修）  
 
 

 

 飲 料 水 の 確 保  
 
 

 飲料水兼用耐震性貯水槽  

（ 100ﾄﾝ6ヶ所、 80ﾄﾝ1ヶ所、 60ﾄﾝ1ヶ所）  

 

）  
 
 

水

資

源

の

確

保  

浄水場・配水池等からの運搬給水  

（浄水場 23ヶ所、配水池 69ヶ所 ）  
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《協定の締結状況》  

大規模な災害が発生し、被災都市のみでは十分な応急措置が実施できない場

合に、職員の派遣、緊急物資や資機材の提供など相互に応援協力する協定を、

他の自治体などと締結している。  

 

(4) 防災資機材の整備  

災害時の市民の自主防災活動を支援するため、救出救助等に使用する防災資

機材を収納する防災倉庫をコミュニティ防災活動の拠点（連合自主防災会単位

で 1ヶ所整備、計 72ヶ所）として設置している。  

また、自主防災会に対して防災資機材を計画的に交付している。  
 

《防災資機材整備の体系》  

 

 

 

 

 

 

 
(5) ハザードマップ等の作成  

水害時における地域住民の速やかな避難行動の開始により、人的被害を最小

限にくい止めるため、計画的に洪水ハザードマップを作成・配布している。  

また、地域住民への説明会、出前講座等を通じ、洪水氾濫に対する意識をよ

り一層高めている。  

《洪水等ハザードマップの作成状況》  

種  類  内   容  

洪水  

ハザードマップ  

平成 17～19年度作成（市川、揖保川、夢前川、大津茂川、天川・八家川、船

場川、西浜川）  

令和 2年度以降順次改訂（想定最大規模降雨の浸水想定区域への対応）  

津波  

ハザードマップ  

平成 19年度作成  

平成 26年度改訂  

高潮  

ハザードマップ  
平成 19年度作成  

土砂災害  

ハザードマップ  

平成 23、24年度作成  

令和元年度以降順次改訂（土砂災害特別警戒区域を掲載）  

 
(6) 津波避難対策の推進  

東日本大震災の津波被害を踏まえて設置した、「姫路市防災会議津波対策検

討専門委員会」において、津波情報の伝達方法などについて検討を行い、地域

防災計画に反映するとともに、津波ハザードマップの作成、エリアメールの導

入、津波避難ビル等の指定、標高の表示、実践的な津波避難訓練の実施、町内

版防災マップづくりなどに取り組んでいる。  

  

(7) 災害時における情報伝達の確立  

災害時の情報提供については、携帯電話へのメールや地デジのデータ放送、

ラジオ、ホームページ、同報系防災行政無線、自治会放送、広報車等により多

元的、多重的な発信に努めている。  

特に避難情報においては、平成 24年 4月から運用を開始した「ひめじ防災ネ

ット」や緊急速報メール（エリアメール）等を有効に活用するなど、よりきめ

細やかな情報発信に取り組んでいる。平成 25年度にはＪアラート（全国瞬時警

報システム）からの情報を「ひめじ防災ネット」で自動発信し、ＦＭ  ＧＥＮ

コミュニティ防災倉庫  救助資機材等  備蓄  

交付  

 

消火用具  

救助・救急用具  
地区連合自主防災会 (72) 

防災資機材の整備  
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ＫＩ・ＷＩＮＫについてもＪアラートからの情報を緊急放送として自動発信す

るシステムを構築している。さらに、平成 29年度には、スマートフォン用アプ

リ「全国避難所ガイド」を活用して、災害時には最寄りの指定避難所へ誘導す

るほか、市からの避難情報や防災情報を提供している。（外国語対応）  

 

(8) 防災行政無線の運用  

市民への防災・行政情報の伝達手段として、防災行政無線を家島・夢前・香

寺・安富町地域において運用しているが、既設のアナログ式防災行政無線につ

いては、法令の改正に伴い令和 4年 12月より使用できなくなるため、デジタル

式防災行政無線の整備を進めている。  

また、他部局との防災・行政情報の通信連絡手段として、 IP無線機 53台で運

用している。  

 

(9) 水防パトロール  

国、県及び関係機関と合同で、河川やため池、土砂災害の危険箇所のパトロ

ールを実施し、危険箇所の再確認を行っている。  

 

(10)事業所の地域防災体制  

地域防災の貢献に意欲のある事業所（団体を含む）を、『姫路市地域防災貢

献事業所』として登録・公表し、平常時から従業員や地域住民の防災意識の啓

発を図るとともに、災害が発生した時には事業所の持つ能力を重要な防災力と

して活用するなど、地域防災力の向上を図っている。  
 

 

(11)災害時要援護者対策  

ア  災害時要援護者支援事業について  

市の委託により、自主防災会や民生委員・児童委員、消防団、社協支部等

による「災害時要援護者地域支援協議会」を組織し、地域において災害時要

援護者台帳を整備するとともに、平常時の見守りや具体的な避難支援行動の

検討、避難支援訓練等を行っている。  

 

①  台帳登録の対象  

    ・高齢者（一人暮らし、高齢者のみの世帯、寝たきり、認知症など）  

・障害のある人（身体障害、知的障害、精神障害など）  

    ・その他（難病の人、妊婦、日本語に不慣れな外国の人など）  

    

イ  福祉避難所について  

災害時に、介助や見守りなど特別な支援を必要とする高齢者や障害者等が

安心して避難生活を送ることができるよう、保健福祉サービスセンターや特

別養護老人ホーム等の施設を福祉避難所に指定している。  

また、福祉避難所に関する各種協定を締結し、迅速で総合的な対応ができ

る体制を整えている。  

 

①  福祉避難所の指定  

(ｱ) 対象施設   

・公共施設（計 19カ所）  

保健福祉サービスセンター、特別支援学校、障害者福祉施設、老人福

祉センター、養護老人ホーム等）  

・民間施設（計 53カ所）  

特別養護老人ホーム、小規模多機能ホーム、軽費老人ホーム、障害者

登録事業所数  957事業所（平成 31年 3月末日現在）  
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支援施設、救護施設、ホテル  

(ｲ) 受入れ対象者  

高齢者、乳幼児、病弱者、障害者、妊産婦などの避難生活において何

らかの特別な配慮を必要とするもの。  

 

４  市民参加による防災体制の確立  

災害発生時に市民が的確な行動ができるよう、地震、大雨、台風等の災害に関

する正しい知識や、防災対応等について、計画的に育成指導を行っている。  

また、災害時に備えて、防災関係機関及び市民の協力のもとに各種の訓練を包

含した総合的な防災訓練を計画的に実施している。  

 

(1) 自主防災組織  

昭和 56年から自治会単位で実効性の高い自主防災組織づくりを推進し、平成

31年 3月末現在  926の自治会が結成している。  

また、自主防災組織が的確に活動できるよう消火、避難通報、器具取扱、応

急手当訓練指導をはじめ、講習会、映画会、施設見学等の研修を積極的に進め

ている。  

《自主防災組織結成状況》  

地区数  
自治会の結成状況  自主防災会  

結成数  
自治会総数  

左 の う ち 自 主  

防 災 会 結 成 数  世  帯  数  結成率  

72 927 926 196,288 99.89% 783 

 
《自主防災組織の訓練実施状況》  

                                                  （上段：訓練回数、下段：参加延べ人数）  

(2) 防災体制確立の体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年
度 

対
象
数 

参加  

人員  

訓    練  研   修  
そ
の

他 

消火  

訓練  

消火栓 

取扱  

訓練  

避難  

訓練  

救出  

訓練  

応急  

処置  

訓練  

心肺  

そ生法 

炊出し 

訓練  

避難所 

運営

訓練  

災害  

図上  

訓練  

防災  

ビデオ 

映画会 

防災  

講習  

30 554 24,904 
273 173 303 101 150 271 219 92 0 35 130 179 

16 ,111 10 ,399 13 ,329 4 ,797 6 ,903 10 ,669  9 ,534  3 ,583 0 2 ,465 7 ,120 7 ,208 

防災スクール  
若い世代の防災のつなぎ手、担い手の育成、防災意識

の普及啓発  

市民参加に  

よる防災体  

制の確立  

市民防災大学  地域の防災リーダーの育成、市民の防災意識の高揚  

 

防災関係機関相互の連携、市民の防災行動力の向上  姫路市総合防災訓練  

避難所運営訓練  
自 主 防 災 組 織 ･学 校 ･消 防 団 ･災 害 協 定 機 関 等 と 連 携 し

た訓練を通じた地域防災体制の確立  

 

自主防災組織の育成指導、備蓄物品・防災資機材点検管理  消防防災指導員の活用  

防災 パ ン フ レ ッ ト 等の配付  防災マップの全戸配付  

地域防災マップの作成  市民の自衛意識と連帯感の高揚を目的として実施  
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(3) 市民防災大学  

平成 9年度より、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、市民や自主防災組織の

リーダーを対象に、気象・地震・洪水・応急救護の実技等を内容とする、市民

防災大学を開催し、防災意識の普及や啓発を図っている。  

 

(4) 防災スクール  

地域の自主防災組織をサポートできる若い世代として、市内の中学生を対象

にした防災スクールを開催し、防災意識の普及啓発及び若い世代間の連携を図

り、次世代の防災のつなぎ手、担い手を育成している。  

 

(5) 総合防災訓練  

大地震による都市型災害を想定し、行政・自主防災組織・ボランティア・防

災関係機関等の連携・相互協働のもと、それぞれの役割に応じた最も効果的で

迅速かつ的確な応急態勢の確立と地域住民の防災意識の高揚と自主防災力の向

上を図るため、毎年テーマを決めて総合的な防災訓練を実施している。  

 

(6) 避難所運営訓練  

自主防災組織は「自らの生命、自らのまちは自ら守る」をスローガンに結成

され、自主的に避難、初期消火、応急救護などの訓練を実施している。  

しかし、阪神・淡路大震災のように長期にわたって避難生活を余儀なくされ

る場合、その運営にあたっては様々な困難が予想される。  

この訓練での体験を通じて、その問題点を明らかにし、災害発生時の拠点避

難所の運営を円滑にするとともに、自主防災組織を中心とした住民の連携強化

とそれぞれの役割分担を明らかにすることを目的として実施している。  

 

(7) 市政出前講座  

市民の防災意識の向上のため、職員・消防防災救急指導員等が公民館等に出

向き、災害に関する正しい知識、防災対応等について講話する市政出前講座を

開催している。（平成 30年  45回  2,793人）  

 

(8) 市民啓発  

①ひめじ防災ネット  登録者 29,060人（平成 31年 3月末日現在 ) 

②自主防災組織の災害対応手引き 【風水害編】：H23年 12月に各自主防災会に配  

布  

③避難所運営啓発パンフレット (姫路市避難所運営のポイント )： 6,000部作成  

・平成 30年 5月  各自治会、市避難所担当職員、市関係部局等へ配布。  

・平成 30年 7月  各指定避難所、民生委員・児童委員、消防団等へ配布。  

 

(9) 町内版防災マップづくりの推進  

住民同士が互いに話し合い、地域の危険性を知った上で、自主的な避難方法

や避難所の確認など地域の実情に応じた「防災マップ」を作成することを目的

に町内版防災マップづくりを推進している。  

これにより、災害時の被害を軽減させるとともに、自主防災活動を促進させ、

地域の防災力の強化を図っている。  

 

５  広域防災体制の確立  

(1) 防災担当事務主管者会議の開催  

「西播磨地域災害時等相互応援に関する協定」及び「播磨広域防災連携協

定」により構成市町が協同の精神に基づき、緊密な連携体制を確立し、広域防

災力の向上を図っている。  
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(2) 兵庫県・播磨広域合同防災訓練  

兵庫県及び播磨広域連携協議会の主催により、防災関係機関・団体、自主防

災組織等が相互に連携した総合防災訓練を実施し、応急対策に関する確認・検

証を行うとともに、防災関係機関の連携強化、防災意識の高揚を図っている。  

 

(3) 西播磨地域及び播磨広域防災総合訓練  

山崎断層を擁する播磨において、阪神・淡路大震災の教訓等を踏まえ、防災

対策や危機管理体制の向上を図るため、防災関係機関等の協力を得て、「西播

磨地域災害時等相互応援に関する協定」及び「播磨広域防災連携協定」に基づ

き訓練を実施している。  

この訓練を通じて、行政相互間、防災関係機関相互間の有機的かつ緊密な連

携の確立、災害発生時における自衛隊、警察及び消防の相互応援体制の検証を

行うとともに、地域住民一人ひとりの自主防災意識の高揚を図っている。  

 

(4) 広域情報伝達訓練  

播磨地域 13市 9町及び各県民局の防災担当者が、広域情報収集伝達要領、広

域応援要請要領等に基づき、実災害に備えた情報伝達訓練を実施している。  
 

今後の取り組み 

平成 30年 7月豪雨を受け、国は住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って自

らの判断で避難行動をとり、行政はそれを全力で支援するという、住民主体の防

災意識の高い社会の構築に向けた取組を実施するため、避難勧告等に関するガイ

ドラインの見直しを行った。  

 

１  避難意識の向上  

避難意識の向上、円滑な避難行動の促進のために、ハザードマップ等を活用し

た災害リスクの把握、個人や地域の実情に応じた避難のタイミングや避難経路な

どについて、住民自らがあらかじめ検討し、災害時に活用していただくことを目

的とした、姫路市版携帯・災害避難カード「命のパスポート」を配布し、住民自

身による適時適切な避難行動に繋げていく。  

また、土砂災害ハザードマップ及び洪水ハザードマップについては、令和元年

度以降に順次改訂を予定している。  
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２  地域防災力の強化  

住民主体の防災対策への転換を図り、日頃からの自主防災組織の活性化や、災

害時の安全・的確かつ迅速な活動など、自主防災組織の実践的な活動による地域

防災力の向上を図るため、自主防災組織の災害対応手引きの改訂を行った。  

災害対応手引きは、市政出前講座や市民防災大学、防災訓練などを活用して、

市民への周知を図る。  
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３  災害時の情報発信の多重化  

災害時の情報発信については、ひめじ防災ネット、ひめじ防災Ｗｅｂ、防災ア

プリ全国避難所ガイド、ＦＭゲンキ、姫路ケーブルテレビ、テレビのデータ放送、

ツイッター、旧町域での防災行政無線など様々な情報発信ツールを活用して行な

っている。  

法令の改正に伴い、旧町域のアナログ防災行政無線が令和 4年 12月から使用で

きなくなることから、全市域を対象にデジタル防災行政無線の再整備を行い、情

報伝達手段の強化を図る。  

また、様々な情報発信ツールと連携することにより、各ツールの一斉送信を可

能にするなど迅速な情報発信に取り組むとともに、防災行政無線の放送を聞き逃

した方や高齢者の方などに配慮し、「聞き直しサービス」や「登録制電話配信サ

ービス」「登録制ファックス配信サービス」などの情報弱者対策にも取り組んで

いく。  
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≪ 交通安全業務 ≫ 

姫路市内の人身交通事故発生件数は、年々減少しているものの、人口１万人当りの同発生件数

の多い県内の市区町の上位に位置していることから、安全で安心して暮らせる交通事故のない姫

路を目指し、警察や交通安全協会等の関係機関・団体と連携しながら、各種の交通安全対策を実

施している。 

 

主な内容 
１ 姫路市交通安全対策会議 

交通安全対策基本法に基づく「姫路市交通安全計画」を策定（５年毎）し、それに基づく各年

度の「姫路市交通安全実施計画」を定めている。 

また、第 10次姫路市交通安全計画(平成 28年度～令和 2年度)に基づき、単年度ごとに姫路市

交通安全実施計画を作成し実施している。 

 

２ 姫路市交通災害絶滅対策本部 

市長を本部長に、各警察署長等、交通安全対策に関係のある行政機関、事業所および各種団体

の長、役員等で構成している。 

本部会議を開催し、交通災害絶滅対策事務連絡会で審議した交通安全対策事業報告書の報告と、

交通災害絶滅運動実施要綱(案)の承認を受ける。 

姫路市交通安全功労者・団体を選定し、姫路市安全安心市民大会において感謝状の贈呈を行う。 

 

３ 交通安全教室の開催 

小学生や園児に対し、正しい交通ルールや交通安全知識の普及・啓発を図るため、交通安全教

室を開催している。 

また、主に自転車通学許可を行っている中学校に対し、自転車安全運転教室の開催や、高校の

新 1年生を対象に自転車交通安全講習を開催するなど、交通ルールの普及と利用マナーの向上を

図っている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 高齢者の交通安全対策 

高齢者の交通事故防止のため、高齢者交通安全教室を実施し、高齢 

者に対する交通安全意識の高揚を図っている。 

教室の開催にあたっては、俊敏性測定機器「クイック・アーム」を 

活用した参加体験型の交通安全教室として開催している。        
 
 
５ 交通安全運動 

四季の交通安全運動の啓発チラシ・ポスターを作製し、警察、交通安全協会、市内事業所、自

治会、学校等に配布（チラシ 24,000枚・ポスター4,500枚作製）している。運動初日には、初日

啓発活動を行い、交通安全意識の高揚を図っている。 

また、シートベルト着用キャンペーン、飲酒運転根絶キャンペーン等を警察、交通安全協会と

共に行っている。 
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≪ 防犯業務 ≫ 

近年、市内の刑法犯罪認知件数は減少傾向にある一方、依然として子どもへの声かけ事案等が

発生し子どもを取り巻く環境への不安が続くなど、未だ治安に対して不安を抱く市民が少なくな

い。犯罪などの事件や不安をなくし、誰もが明るく住みよい姫路が体感できるように、各種の事

業を実施している。 

 

主な内容 
１ 姫路市民等の安全と安心を推進する条例 

市民が迷惑を被る新たなタイプの犯罪や不良行為などから市民生活を守るために平成 13 年に

制定し、平成 20年 3月に一部改正した。また、同年 11月には、暴走行為助長等重点禁止区域を

拡大した。更に新駅ビルやキャッスルガーデン等が供用開始され、概ね姫路駅周辺整備事業が完

了したことに伴い、平成 25年 6月 1日より同区域を拡大した。 

〈内容〉 

・市と市民等および事業者が互いに協力し安全で安心な地域をつくること 

・姫路市安全安心推進協議会の設置 

・暴走行為を助長する行為等の禁止 

・祭礼等に際して、刺しゅう入り服を着用し 2人以上共同し騒いで公衆に不安を覚えさせた場合

に市長が中止・退去命令 

・暴走行為助長等重点禁止区域の指定と罰則 

 

２ 姫路市暴力団排除条例 

平成 25 年 4 月 1 日から条例を施行し、暴力団による不当な影響を排除し、安全で安心な市民

生活を確保するため、県警等の関係機関と連携を図りながら、市、市民及び事業者が協力して、

暴力団排除を行う。 

〈暴力団排除に向けた主な取り組み〉 

 市が行う事務及び事業、公の施設の利用、祭礼・興業等からそれぞれ排除 

 暴力団の威力を利用することの禁止等 

 

３ こども見守り隊事業 

学校及び子どもの安全を地域全体で見守る活動を支援する。 

・事業主体：地区連合自治会等 

・事業内容：防犯パトロール（青色回転灯装備車を含む。）、保護立番、防犯情報の発信及び伝達、

用品の購入、防犯意識の啓発、防犯マップ・こども 110番の家の旗の作成及び更新等を実施す

る。 
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４ 安全安心まちづくりサポーター制度（５の「見守りウォーキング」に移行予定） 

防犯活動や交通安全活動等に関心を持つ市民や事業所等による地域ボランティア活動 

活動内容：ボランティアパトロールの実施、安全安心にかかる情報の提供等 

 

５ 見守りウォーキング（令和元年 10月 1日から実施予定） 

普段のウォーキングを通じて、地域の安全と安心を見守るボランティア活動 

・無理なく継続した活動と健康増進、幅広い年齢層の活動、担い手の裾野の拡大 

・活動内容：ウォーキングしながら、子どもや高齢者の見守り 

 

６ 安全安心パトロールカーの運行 

・青色回転灯を装備したパトロールカーによる、 

通学路を中心としたパトロールの実施 

・警察ＯＢの乗務による対応力の強化と安全安心に 

関する情報・要望の収集や防犯意識の広報・啓発 

                          

７ 「こども 110番のくるま」の運行 

市の公用車に「こども 110番のくるま」のステッカーを貼付し、通常業務を通じて市民への防

犯意識の啓発や犯罪の未然防止を図るとともに、 

犯罪の発生時にはこどもの緊急避難場所として活用し 

関係機関等への連絡を行う。              

 

８ 姫路魚町・塩町地区安全安心まちづくり協議会 

安全で安心な繁華街「魚町・塩町地区」のまちづくりを推進するため、地元自治会、警察、行

政、その他関係機関で構成しており、安全安心活動を実施している。 

主な活動：防犯パトロール､夜間実態調査､ビルオーナー会議の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 姫路市防犯カメラ設置補助事業 

自治会等の地域団体が行う防犯カメラ設置を促進し、地域の見守り力の向上を図るため、地域

安全まちづくり活動を防犯設備面から支援する。なお、地域でプライバシー等にかかるトラブル

が発生しないよう、自治会の総会などで住民の合意形成した上で設置する。 

 

１０ 姫路市犯罪被害者等支援条例 

平成 23 年 4 月 1 日から条例を施行し、姫路市民が突発的な事件に遭遇した場合のセーフティ

ネットとして、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた施策を総合的に推進し、市民

が安全に安心して住み続けられ、互いに支え合う地域社会の実現を目指す。 

具体的な支援策：相談窓口の設置、各種の情報提供、見舞金の支給 

 

 

 


